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４
月
１
日
か
ら
、
各
運
動
公
園

の
使
用
料
が
改
定
に
な
り
ま
す
。
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く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
チ
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で
お
知
ら
せ
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内
容　

初
歩
的
な
ワ
ー
ド
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エ

ク
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操
作
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申
込
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受
講
料
を
添
え
て
、

セ
ン
タ
ー
窓
口
へ
直
接
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
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今
回
で
21
回
を
数
え
る
東
地
域

の
音
楽
祭
を
開
催
し
ま
す
。
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場
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無
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県
で
は
、
文
化
活
動
支
援
を
目

的
に
、
４
月
１
日
か
ら
７
月
31
日

ま
で
に
行
う
次
の
対
象
事
業
の
助

成
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

●
対
象
事
業　

県
内
に
住
所
ま
た

は
活
動
の
本
拠
を
有
す
る
個
人
（
県

外
在
住
の
県
出
身
者
も
含
む
）
ま

た
は
団
体
が
行
う
成
果
発
表
事
業
、

発
表
会
等
へ
の
参
加
事
業
な
ど　

※
詳
し
く
は
、
県
文
化
振
興
財
団

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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税の申告が始まります！！
   今年も市内４会場で税の申告を受け付けます。
●期　間
　２月５日㈮～３月15日㈫　※平日のみ　
●時　間
　・午前の部　９時～11時30分
　・午後の部　１時～ ４時30分
●会　場
　・白河地域＝本庁舎５階正庁
　・表郷地域＝表郷庁舎２階大会議室
　・大信地域＝大信農村環境改善センター
　・東 地 域＝東農業技術センター（東庁舎隣）
■申告のご案内
　　１月１日現在、本市に住民登録がある方で申告
が必要と思われる方には、申告案内通知を送付し
ます（１月下旬に送付予定）。
　　なお、相談日を指定していますので、ご協力を
お願いします。

■準備していただくもの（平成27年１月～12月分）
　●事業・農業の申告をされる方は、昨年中の収入・
経費を取りまとめた帳簿

　●医療費控除を受けられる方は、医療費の領収書
（領収書が複数の場合は、合計額を算出してく
ださい。また、生命保険や高額医療費などの補
てんがある場合はその金額が分かるものが必要
です）。

　●生命保険・地震保険などの控除証明書、健康
保険（国民健康保険税や任意継続保険料など）・
年金保険料などの領収書または証明書

問本庁舎課税課　内2127・2128／各庁舎地域振興課　表郷☎322112　大信☎462113　東☎342112

■国民年金保険料の納付証明書
　　国民年金保険料の納付額は、社会保険料控除の
対象です。控除を受ける際には、領収書など証明
できるものを必ず持参してください。
　　なお、領収書などを紛失し、納付額が分からな
い場合は、白河年金事務所（郭内）で納付額の証
明を受けることができます。
問白河年金事務所
　☎㉗4161（自動音声応答案内の指示に従ってく
　　ださい）
■公的年金を受給されている方へ源泉徴収票が交付
　されます
　　年金を受給されている方（障害・遺族年金を除
　く）には、日本年金機構から１月末までに源泉徴
　収票が送付されます。
　　これは、申告の際に必要となりますので、送付
されない場合には、白河年金事務所にお問い合わ
せください。
問白河年金事務所
　☎㉗4161（自動音声応答案内の指示に従ってく
　　ださい）
■マイナンバーの記載
　マイナンバーは、平成28年１月以降の確定申告
書（平成28年分の所得から）や各種届出書に記載
することになっています。今回提出する確定申告
書および住民税申告書（平成27年分）には記載す
る必要はありません。
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